
全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会 

会     則 

 

（名称） 

第１条 本会は、全国公共嘱託登記土地家屋調査士協

会連絡協議会（以下「全公連」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 全公連の事務所は、東京都区内に置く。 

（目的） 

第３条 全公連は、土地家屋調査士法第６３条第１項

の規定により全国に設置されている公共嘱託登記土

地家屋調査士協会（以下「協会」という。）が行う公

共嘱託登記の適正かつ迅速な実施と自主的な公益事

業活動に対し、協会の運営を支援し、全公連の会員

である協会（以下「会員」という。）相互の情報交換

及び交流の場を提供することで、協会の健全な発展

に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 全公連は、前条の目的を達成するため、次の

事業を行う。 

（１） 公共嘱託登記制度及びこれに関する業務の改

善と充実に関する事項 

（２） 連絡調整に関する事項 

（３） 情報提供及び研修に関する事項 

（４） 広報活動に関する事項 

（５） 協会が加入する保険に関する事項 

（６） その他全公連の目的を達成するために必要な

事項 

（組織） 

第５条 全公連は、全公連の会員となった協会をもっ

て組織する。 

第５条の２ 会員の入退会については、総会で別に定

める入退会規則による。 

（役員） 

第６条 全公連に次の役員を置く。 

    会 長   １名  

理  事   １０名以内 

    監  事   ２名 

２ 理事のうち４名以内を副会長とするものとする。 

３ 監事は、会長立候補者が所属する協会からは立候

補することができないものとする。 

４ 監事は、他の役員をかねることができない。 

（役員の選任） 

第７条 役員の選任は、この会則に定めがあるほか、

総会で別に定める役員選任規則に従い、総会におい

て選任する。 

２ 理事のうち２名以内は、役員選任規則の規定にか

かわらず、会長が推薦し総会の承認を経て選任する

ことができる。 

３ 役員は、全公連の会員である協会に所属する土地

家屋調査士とする。 

４ 副会長は、理事会において互選する。 

（役員の職務） 

第８条 会長は、全公連を代表し、会務を総理する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又

は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した

順序により、その職務を代行し又はその職務を行う。 

３  理事は、理事会を構成し会務を執行する。 

４  監事は、会計の状況及び業務の執行について監査

する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、当該役員が就任したときから、

第２回目の定時総会の終了のときまでとする。 

２  増員又は補欠によって選任された役員の任期は、

現任者又は前任者の残任期間とする。 

３  役員は、辞任又は任期満了の後についても、後任

者が就任するまでは、その職務を行う。 

（委員会） 

第１０条 特定の業務について執行を補佐し又は調査

研究を行うため、理事会の決するところにより、必

要な委員会を置くことができる。 

２  前項の委員会につき、必要な事項は理事会がこれ

を定める。 



（総会） 

第１１条 総会は、定時総会と臨時総会の２種とする。 

２  会長は、毎会計年度終了後３月以内に定時総会を

招集しなければならない。 

３  会長は、必要があると認める場合には、臨時総会

を招集することができる。 

４  総会は、第６条の役員及び協会の理事長をもって

組織し、理事長の過半数の出席により成立する。た

だし、理事長に事故あるときは、その代理人を出席

させることができる。 

５  総会に出席できない理事長又はその代理人は、あ

らかじめ通知された事項について書面もしくは電磁

的方法をもって表決することができる。 

６ 総会に出席できない理事長又はその代理人は、ネ

ットワーク機器等の接続によるオンライン会議シス

テム（発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確

保されているものに限る。以下同じ。）によって、

総会に参加し、表決することができる。 

７ 前２項の規定により表決を行う参加者は、総会に出

席したものとみなす。 

８  理事長が全公連の役員である協会にあっては、理

事長に代わり副理事長が出席するものとする。 

９  総会の議長は、出席者の中から選任する。 

10  総会の決議は、この会則で別に定めるほかは、議

決権の過半数で決する。 

11  協会の３分の１以上から、会議の目的及び招集の

理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があ

ったときは、会長は総会を招集しなければならない。 

12  総会の議決権は、各会員１個とする。 

（総会の決議事項） 

第１２条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければ

ならない。 

（１） 予算及び決算に関する事項 

（２） 会則の制定及び改正に関する事項 

（３） 役員の選任及び解任に関する事項 

（４） 理事会において総会に付議することを相当と

決議した事項 

（５） 総会において審議することを相当と決議した

事項 

（議事録） 

第１３条  総会の議事については、議事録を作らなく

てはならない。 

２  議事録は、議事の経過の要領及びその結果を記録

し、議長及び総会で選任された議事録署名人２名が

これに記名押印しなければならない。 

（理事会） 

第１４条  全公連の業務執行は、理事会の定めるとこ

ろによる。 

２  理事会は、事業計画に関する事項、総会に付議す

べき事項、規則の制定、改正又は廃止、その他業務

執行に関する事項を審議する。 

３  理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、

会長が招集する。 

４  理事会の議長は会長とする。 

５  理事会は、構成員の過半数が出席し、出席者の過

半数で議決する。 

６ やむを得ない事由により理事会に出席できない構

成員は、あらかじめ通知された事項について書面も

しくは電磁的方法をもって表決することができる。 

７ やむを得ない事由により理事会に出席できない構

成員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライ

ン会議システムによって、理事会に参加し、表決す

ることができる。 

８ 前２項の規定により表決を行う構成員は、理事会に

出席したものとみなす。 

９  会長は、理事会構成員の過半数の同意があるとき

は、書面により議決を求めることができる。 

10  理事会の議事については、第１３条に準じた議事

録を作り、会長及び出席した理事１名が記名押印す

る。なお、前項による議決のあった場合には、その

関係書類を綴り議事録とする。 

（ブロック協議会） 

第１５条 全公連及び協会の目的を達成するため別表

に定める区域ごとにブロック公共嘱託登記土地家屋



調査士協会連絡協議会(以下「ブロック協議会」とい

う。)を設ける。 

２ ブロック協議会は、全公連の会員である協会をも

って組織する。 

３ ブロック協議会は、ブロック協議会ごとに規則を

定め、会長の承認を得るものとする。規則を変更す

るときも同様とする。 

４ ブロック協議会会長は、第４条の事業を達成する

ため、ブロック協議会会長会議を開催し、理事会に

提言することができる。 

５ 会長は、第４条の事業を達成するため必要がある

と認めたときは、ブロック協議会会長会議を開催す

ることができる。 

６ 会長は、ブロック協議会に対し、必要な助言等を

することができる。 

７ ブロック協議会は、総会が定める入退会規則に基

づき、入退会に関する審議のため、入会推薦状及び

退会意見書を提出しなければならない。 

（名誉会長・顧問等） 

第１６条 全公連に名誉会長並びに顧問、相談役及び

参与（以下「顧問等」という）を置くことができる。 

２ 名誉会長は、会長が総会に諮って委嘱する。 

３ 顧問等については、会長が理事会に諮って委嘱す

る。 

４ 会長は、名誉会長及び顧問等に対し、全公連の 

運営その他重要事項について諮問を発し、助言を求

めることができる。 

５ 名誉会長及び顧問等の任期は、会長の任期と同一

とする。ただし会長が任期の中途において退任した

ときは、新たに選任された会長の就任の時までとす

る。 

（会費） 

第１７条  全公連の経費は、協会からの会費、その他

の収入をもって充てる。 

２  協会の会費は、別紙第１の定めるところにより納

入しなければならない。 

（会計） 

第１８条  全公連の会計年度は、毎年４月１日に始ま

り、翌年３月３１日に終了する。 

２  会計は、収入及び支出について通常のものを総合

的に経理する一般会計と、特定の目的のために独立

して経理する特別会計とする。 

３  特別会計の決定は、総会の議決による。 

（予算） 

第１９条  会長は、毎会計年度の各会計の予算案を作

成し、理事会の決議を経て総会に付議しなければな

らない。 

２ 会長は、予算の執行に当たっては、総会で承認さ

れた予算に基づき執行しなければならない。 

３  会長は、予算が成立しない期間においては、理事

会の承認を得て必要な経費を支出することができる。 

（決算） 

第２０条  会長は、各会計について、毎会計年度の収

入と支出及び資産と負債の状況を明らかにした決

算報告書を作成しなければならない。 

２  前項の決算報告書は、会計年度終了２月以内に理

事会の決議を経て監事に提出し、総会の承認を得な

ければならない。 

（会計監査） 

第２１条 監事は、前条の決算報告書を監査し、その結

果についての意見を付記して総会に監査の結果を報

告するものとする。 

（事務局） 

第２２条  全公連の事務を処理させるため、事務局を

置き必要な職員を置くことができる。 

（給与、旅費等） 

第２３条 役員及び職員等の給与、旅費及び手当は、

理事会の定めるところによる。 

（規則への委任） 

第２４条 この会則の施行に必要な事項は、理事会の

議決により、規則で定める。 

（会則の改正）   

第２５条 この会則の改正については、総会において

議決権の３分の２以上の同意を得なければならない。 



附   則 

（最初の役員の任期） 

１  設立当初の役員の任期は、第９条１項の規定にか

かわらず、就任後第１回目の定時総会終了のときま

でとする。 

（施行期日） 

２  この会則は、昭和６１年３月１９日から施行する。 

附   則 

（施行期日） 

  この会則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附   則 

（施行期日） 

  この会則は、平成元年４月２６日から施行する。 

附   則 

（施行期日） 

  この会則は、平成３年６月２７日から施行する。 

附   則 

（施行期日） 

  この会則は、平成４年７月１日から施行する。 

附   則 

（施行期日） 

  この会則は、平成６年６月２４日から施行する。 

附   則 

（施行期日） 

この会則は、平成１０年６月３０日から施行する。 

附   則 

（施行期日） 

この会則は、平成１３年７月１日から施行する。た

だし、第１５条第２項については平成１４年４月１日

からこれを適用する。 

附   則 

（施行期日） 

この会則は、平成１４年７月１日から施行する。 

附   則 

（施行期日） 

この会則は、平成１６年６月２１日から施行する。 

附   則  

（施行期日） 

 この会則は、平成１７年２月２４日から施行する。 

（経過措置） 

この会則施行の際、現に改正前の会則により選任さ

れた役員の任期は、第２０回定時総会終了のときとす

る。 

（施行期日) 

 この会則は、平成１７年６月１７日から施行する。 

（経過措置） 

この会則施行による会費の徴収は、平成１７年度第

２期からとする。 

附   則 

（施行期日） 

 この会則は、平成１９年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

この会則施行による会費の徴収は平成１９年度第１

期からとする。 

附   則 

（施行期日） 

この会則は、平成２０年１１月１８日から施行する。 

ただし、第１５条第２項については平成２１年度か

らこれを適用する。 

（経過措置） 

２ 第７条第３項の規定については、平２１年度定時

総会における新役員選任の時から適用する。 

附   則  

（施行期日） 

 この会則は、平成２６年１１月１８日から施行する。 

（施行期日） 

この会則は、平成２８年１１月１４日から施行する。 

（施行期日） 

この会則は、令和３年２月１７日から施行する。 

 

 

 

 

 



別 表 

関 東 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・

群馬・静岡・山梨・長野・新潟 

近 畿 大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山 

中 部   愛知・三重・岐阜・福井・石川・富山 

中 国 広島・山口・岡山・鳥取・島根 

九 州 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・鹿児島・

宮崎・沖縄 

東 北 宮城・福島・山形・岩手・秋田・青森 

北海道 札幌・函館・旭川・釧路 

四 国 香川・徳島・高知・愛媛 

 

 

別   紙 

第１ 

１ 第１７条に定める協会の会費は、次の協会均等割

額、実績割額の合計とし、上限は１８０万円とする。 

（１） 協会均等割額は、年間２０万円とする。 

（２） 実績割額は、前々年度の事業収入（消費税抜

き）を基本額とし、その金額の０．２２％を乗じ

た額とする。 

（３）前号により算出された実績割額の上限は、１６

０万円とする。 

２  前項の会費は１年を２期に分け、４月より９月ま

でを１期、１０月より翌年３月までを第２期とし、

それぞれ当該期の最初の月の末日までに各期分を前

納するものとする。ただし、全期分を一括して前納

することもできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


